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夜
よ

空
ぞ ら

旅
た び と

人
（天体観望会）

催し

「夏の一等星と夏の星座」  

～ペルセウス座流星群～

■日時： ８月12日（土）  

19時30分～ 21時30分

■場所：かふか生涯学習館

■内容：木星、土星、海王星などの観望

■定員：先着20人

■申込方法：電話で下記まで

■申込締切：８月11日（金・祝）

※ 天候不良、申込者少数の場合は、中止

します。

　　　 かふか生涯学習館  

　　　 TEL 88-4100　 FAX 88-5055
問合せ
申込み

～血液が不足しています～
献血にご協力ください

募集

■ 日時・場所：①８月15日（火）９時30分

～ 11時30分 甲賀保健センター ②８

月15日（火）13時30分～ 15時30分 土

山開発センター

■内容： 400ml献血

■持ち物： 免許証や保険証など、本人確

認できるもの

※申込不要

　　　 健康医療政策課 健康医療政策係  

　　　 TEL 69-2171　 FAX 63-4085 

　　　 滋賀県赤十字血液センター  

　　　 TEL 077-564-6311

問合せ

シニア世代の
就労支援セミナー

催し

■日時： ８月30日（水）14時～ 16時

■場所： 甲賀合同庁舎１階会議室  

（水口町水口6200）

■内容： 応募書類の作成や面接方法など

求職活動のポイントを学べます。

■対象： 概ね45歳以上の方

■定員： 20人（要申込）

■申込方法： 電話・FAX・Ｅメールで下

記まで

■申込締切： ８月29日（火）

■主催：滋賀県・滋賀労働局

　　　 シニアジョブステーション滋賀  

　　　 TEL 077-521-5421  

　　　 FAX 077-521-5455  

　　　 Eメール s-job@bird.ocn.ne.jp 

問合せ
申込み

夏の日の響演
～クラリネットと  
弦楽器の調べ～

催し

■日時： ８月26日（土）  

14時開演（13時30分開場）

■場所： 森林文化ホール

■内容： 信楽町在住で関西フィルハーモ

ニー管弦楽団所属のバイオリニ

スト　藤
ふじ

原
わら

利
り

佳
か

さんを中心に、ク

ラリネットと弦楽が奏でる和みの

ひとときをお楽しみください。

■出演者： バイオリン…藤原利佳  

ヴィオラ…松
まつ

田
だ

美
み

奈
な

子
こ

、  

クラリネット…松
まつ

田
だ

学
まなぶ

■プログラム： 愛の挨拶（エルガー）、クラ

リネット・ポルカ（ポーラン

ド民謡）ほか

■入場料： 500円  

※小学生以上有料・全席自由

■プレイガイド： あいの土山文化ホール  

あいこうか市民ホール  

忍の里プララ

　　　 あいの土山文化ホール（月曜休館）  

　　　 TEL 66-1602　 FAX 66-1603
問合せ
申込み

福祉セミナー  
～学ぼう就労支援システム～

催し

■日時： ８月26日（土）  

13時15分～16時（受付13時～）

■場所： かふか生涯学習館２階

■内容： 1.セミナー  

「悩める若者の将来の自律に向けて」  

講師： 辻
つじ

 勝
かつ

司
し

氏  

（学校法人関西福祉学園

働き教育センター理事長） 

　　　　2.パネルディスカッション

■参加費： 無料（申込不要）

　　　 こころ はなまる  

　　　 （発達障がい児等を持つ親の会）  

　　　 NPO法人サポートハウス「ほほえみ」  

　　　 TEL / FAX 86-7443  

　　　 Eメール npo-hohoemi＠ac-koka.jp

問合せ

第４回  
ビブリオバトル in Koka

催し

■日時： ８月20日（日）14時～ 16時

■場所： 水口図書館　２階資料室

■ 内容：出場者がおすすめの本を紹介し、

参加者の投票でチャンプ本を決定する

「知的書評合戦」です。詳しくは、市図

書館ホームページまたは、各図書館に

設置のポスター・チラシをご覧ください。

■対象： 出場者：中学生以上  

参加者：どなたでも

■定員： 出場者10人　参加者40人

■申込方法： 各図書館のカウンターまた

は電話

■申込締切： 出場者：８月19日（土）  

参加者：開催直前まで

　　　 水口図書館  

　　　 （木・金・第３水曜日休館）  

　　　 TEL 63-7400　 FAX 63-4737

問合せ
申込み

平成２９年度  
甲賀市戦没者追悼式

催し

■日時： ８月20日（日）  

14時開式（受付開始13時30分）

■場所： あいこうか市民ホール

■内容： 国歌斉唱・黙祷・慰霊のことば・

追悼の辞・献花・作文朗読

※ 当日会場で受付します。多くの方のご参

列をお待ちしています。

　　　 社会福祉課  

　　　 TEL 69-2157　 FAX 63-4085
問合せ

■日時： ９月３日（日）  

９時～ 12時（受付８時30分～）

■場所： 水口消防署

■内容： 成人を対象とした心肺蘇生法、

ＡＥＤの使用方法など

■対象： 市内在住または在勤の方

■定員： 先着30人（定員になり次第締切り）

■参加費： 無料

■申込方法： 下記に直接来署または電話

■申込期間： ８月１日（火）～ 25日（金）

　　　 水口消防署 救急係  

　　　 TEL 63-1119　 FAX 63-7941
問合せ
申込み

普通救命講習Ⅰ受講者
～水口消防署～

募集

■日程： ９月６日（水） ～ 11月８日（水）  
（全10回）

■場所： ピアザ淡海　滋賀県立県民交流
センター 303会議室

■定員： 約30人　　　　　

■募集締切： ８月31日（木）

■資料代： 全コース 15,000円  
1日コース 2,000円  
※賛助会員割引制度あり   

■対象： 支援活動員をめざす方、相談支
援活動について学びたい方、「聴
き上手」になりたい方   など

■ 応募方法：申込書あり ※ホームページ
（http://ovsc.life.coocan.jp/）参照ま
たは電話で問い合わせ

　　　 おうみ犯罪被害者支援センター  
　　　 TEL / FAX 077-527-5310

問合せ
申込み

第18期犯罪被害者  
支援活動員養成講座

募集

■採用職種・人数： 一般行政職 １人程度 

消防吏員 ４人程度

■対象： 平成４年４月２日から平成12年

４月１日までに生まれた方

■受付締切： ８月10日(木)

■ 第１次試験：９月17日(日)

■採用予定日： 平成30年４月１日

　　　 甲賀広域行政組合 総務課  

　　　 TEL 62-0056　 FAX 63-0886

　　　  甲賀広域行政組合消防本部  

消防総務課  
TEL 63-7930　 FAX 63-7940

問合せ
申込み

甲賀広域行政組合職員 募集

■日時： ９月15日（金）13時20分～ 16時
30分（受付13時～）

■場所： 信楽中央公民館

■内容： 心肺停止時の救命処置

■定員： 20人

■対象： 市内在住または在勤の方

■参加費： 無料

■申込方法： 下記に直接来署または電話

■申込締切： ８月31日（木）

※甲賀広域防火保安協会第４支部と合
同で実施

　　　 信楽消防署 救急係  
　　　 TEL 82-0119　 FAX 82-3977

問合せ
申込み

普通救命講習Ⅰ受講者
～信楽消防署～

募集

■日時： 原則、毎週金・土曜日   
13時30分～ 15時30分

■場所： 生活支援センター あかつき  
（水口町暁３-44）

■内容： ワード・エクセル・メール・イン
ターネットの基本操作

■対象： 市内に在住で障がいのある方

■参加費： 無料

■申込方法： 電話で下記まで

　　　 生活支援センターあかつき  
　　　 担当 川渕  
　　　 TEL 65-4641　 FAX 65-4642

問合せ
申込み

障がいのある方の
パソコン教室

募集

　滋賀県警察本部では警察官を募集して

います。

■第1次試験： 9月17日（日）

■試験会場： 立命館大学びわこ・くさつ

キャンパス

　詳しくは、滋賀県警察のホームページ

（http://www.pref.shiga.lg.jp/police/

saiyou/）をご確認ください。

　　　 滋賀県警察本部 採用係  
　　　 フリーダイヤル  
　　　 TEL 0120-204-314  
　　　 （フレッシュ・サイヨー）

問合せ
申込み

■受付期間： 8月1日（火）～ 31日（木）

　※ インターネットでの申し込みは８月28日

（月）17時まで

■採用予定日： 平成30年4月1日

　※ 男性Aについては平成30年10月1日

の採用となることがあります。

第2回滋賀県警察官　採用試験 募集

■試験区分および採用予定人員

A区分
男性A（大卒程度）12人 昭和62年4月2日以降に生まれた男女で、四年制大学を

卒業または平成30年3月31日までに卒業見込みの人女性A（大卒程度） 3人

B区分
男性B（高卒程度）12人 昭和62年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた

男女で、上記A区分に該当しない人女性B（高卒程度） 5人

　「高額療養費制度」とは、ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいた
だいた分を払い戻す制度です。  
　８月から、70歳以上の方の自己負担限度額が、次のとおり変わります。

　　　 国民健康保険にご加入の方 

　　　 保険年金課 国保年金係  
　　　 TEL 69-2140　 FAX 63-4618

問合せ
※ 社会保険等をお持ちの方はご加入の医療保険者

へお問い合わせください。
後期高齢者医療制度にご加入の方

保険年金課 後期高齢者医療係  
TEL 69-2142　 FAX 63-4618

８月から７０歳以上の皆さんの高額療養費の上限額が変わります お知らせ

※１  世帯収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

※2  過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

７月まで

適用区分 外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）

現
役
並
み

課税所得

145万以上の方
44,400円

80,100円＋ 
（医療費ー 267,000円）×1％ 

〈多数回 44,400円 ※2〉

一
般

課税所得  
145万未満の方（※1）

12,000円 44,400円

低
所
得
者

Ⅱ 住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

Ⅰ 住民税非課税世帯
（年金収入80万円以下など）

15,000円

８月から

外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）

57,600円
80,100円＋ 

（医療費ー 267,000円）×1％ 
〈多数回 44,400円 ※2〉

14,000円 

〔    年間上限    〕 
14万4,000円

57,600円 
〈多数回 44,400円 ※2〉

8,000円

24,600円

15,000円


